
町からのお知らせ

農畜産物等に対する放射性物質の
自主検査費用の一部を補助します

　放射性物質による農畜産物などへの汚染を自主
的に検査するため検査機関に検査委託を行うのに
必要な費用の一部を予算の範囲内で補助します。

●対象者
　対象者は、自ら販売を直接行うなど、農畜産　
物に対する放射能検査を自主的に行う町内の　方
で、以下の条件のいずれかに当てはまる方。
①認定農業者
②農業生産法人、農業協同組合及び農業生産団体
③その他町長が必要と認める者

●補助額
　検査料（税抜）として支払った額（2 万円上限）
※補助の対象になるのは１申請者につき４検体
ま　でとなります。
●検査機関
　検査機関は、国の検査基準に基づき検査を実　
施し、検査証明書を発行できる機関とします。
【問い合わせ】
産業振興課農業振興係　☎８５- ６１０７

□ 

平
成
28
年
度
の
所
得
証
明
書
及
び

　
 

課
税
証
明
書
等
の
発
行
開
始
日

【特別徴収の方】５月 13日（金）
　給与所得者の納税方法で、年税
額を 12回（６月から翌年５月ま
で）に分け、会社など（特別徴収
義務者）が月々の給与から天引き
で徴収し納税していただく方。

【普通徴収の方】６月 15日（水）
（年金特別徴収の方を含む）
①自営業者などの納税方法で、年
　税額を４期（６月・８月・10月・
　12 月）に分けて自分で納税し
　ていただく方。
②年金特別徴収の方…年金所得者
　で年金からの天引きで納税して
　いただく方。

　

平
成
28
年
度
の
所
得
証
明
書
は
平
成
27
年
分
の
所
得
、
課

税
証
明
書
等
に
は
平
成
27
年
分
の
所
得
に
対
す
る
課
税
額
が

記
載
さ
れ
ま
す
。　

※
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
白
鷹
町
に
住
所
の
あ
る
方
で

　

所
得
の
申
告
が
あ
る
方
に
発
行
で
き
ま
す
。

※
所
得
の
申
告
が
な
い
場
合
は
別
途
申
告
書
の
提
出
が
必
要

　

と
な
り
ま
す
。（
税
務
出
納
課
へ
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ

　

さ
い
）

【
問
い
合
わ
せ
】  

税
務
出
納
課
町
民
税
係  

☎
85

－

６
１
３
２

　

ま
た
、
軽
自
動
車
税
の
減
免
は
、
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

昨
年
か
ら
引
き
続
き
減
免
を
受
け
ら
れ
る
方
も
、
期
間
内
に

再
度
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
期
間
内
に
申
請
さ
れ
な
い
場

合
は
、
減
免
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

▼
申
請
期
間　

納
付
書
が
届
い
た
日
～
５
月
31
日
（
火
）

※
納
期
限
ま
で

▼
申
請
場
所　

税
務
出
納
課
町
民
税
係（
④
番
窓
口
）

▼
申
請
の
際
に
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

　

①
身
体
障
害
者
手
帳　
　
　

②
免
許
証

　

③
軽
自
動
車
税
の
納
付
書　

④
印
鑑

※
家
族
が
運
転
す
る
場
合
は
、
運
転
す
る
方
の
免
許
証
も
お

　

持
ち
く
だ
さ
い
。

②
軽
自
動
車
税
を
口
座
振
替
さ
れ
る
方
へ

　

軽
自
動
車
税
を
口
座
振
替
で
納
め
ら
れ
た
方
の
車
検
時
に

必
要
な
納
税
証
明
書
は
６
月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
。
た
だ
し
、

発
送
ま
で
の
間
に
車
検
を
受
け
ら
れ
る
方
に
は
随
時
発
行
し

ま
す
。
引
き
落
と
し
の
確
認
時
間
を
短
く
す
る
た
め
、
お
手

数
で
す
が
引
き
落
と
し
の
確
認
が
で
き
る
預
金
通
帳
を
記
帳

し
て
ご
持
参
の
う
え
、
税
務
出
納
課
町
民
税
係
ま
で
お
い
で

く
だ
さ
い
。

③
軽
自
動
車
税
を
納
付
書
で
納
付
さ
れ
る
方
へ

　

納
付
書
の
右
端
が
、
車
検
時
に
必
要
な
「
軽
自
動
車
納
税

証
明
書
（
継
続
検
査
用
）」
に
な
り
ま
す
の
で
、
車
検
の
あ

る
方
は
失
く
さ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

万
が
一
失
く
さ
れ
た
場
合
は
、
役
場
の
税
務
出
納
課
窓
口

（
④
番
窓
口
）
で
再
発
行
で
き
ま
す
の
で
、
納
付
が
確
認
で

き
る
も
の
（
領
収
書
な
ど
）
を
ご
持
参
の
う
え
お
い
で
く
だ

さ
い
。（
町
で
納
付
の
確
認
が
で
き
る
ま
で
、
納
付
さ
れ
た
場

所
が
金
融
機
関
の
場
合
２
～
７
日
程
度
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
の
場
合
は
２
～
３
週
間
程
度
か
か
り
ま
す
。）

【
問
い
合
わ
せ
】  

税
務
出
納
課
町
民
税
係  

☎
85

－

６
１
３
２

□ 

軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　

  

納
期
限
は
５
月
31
日
（
火
）
で
す

①
軽
自
動
車
税
の
減
免

　

障
が
い
の
あ
る
方
で
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
要
件
に
つ
い
て
は
、
税
務
出
納
課
町
民
税
係
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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